
個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳  

行政機関等の名称 茨城県ひたちなか市 

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称 

茨城県ひたちなか市市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用
目的 

住民基本台帳事務 

記録項目 

１氏名，２出生の年月日，３男女の別，４世帯主に

ついてはその旨、世帯主でない者については世帯主

の氏名及び世帯主との続柄，５戸籍の表示。ただ

し、本籍のない者及び本籍の明らかでない者につい

ては、その旨，６住民となった年月日，７住所及び

一の市町村の区域内において新たに住所を変更した

者については、その住所を定めた年月日，８新たに

市町村の区域内に住所を定めた者については、その

住所を定めた旨の届出の年月日 (職権で住民票の記

載をした者については、その年月日 )及び従前の住

所，９個人番号，１０選挙人名簿に登録された者に

ついては、その旨，１１国民健康保険の被保険者で

ある者については、その資格に関する事項で政令で

定めるもの，１２後期高齢者医療の被保険者である

者については、その資格に関する事項で政令で定め

るもの，１３介護保険の被保険者である者について

は、その資格に関する事項で政令で定めるもの，１

４国民年金の被保険者である者については、その資

格に関する事項で政令で定めるもの，１５児童手当

の支給を受けている者については、その受給資格に

関する事項で政令で定めるもの，１６米穀の配給を

受ける者については、その米穀の配給に関する事項

で政令で定めるもの，１７住民票コード  

（以下外国人住民全般）１８国籍等，１９外国人住

民となった年月日  



（以下中長期在留者）２０中長期在留者である旨，

２１入管法第十九条の三に規定する在留カード (総

務省令で定める場合にあっては、総務省令で定める

書類 )に記載されている在留資格、在留期間及び在

留期間の満了の日並びに在留カードの番号  

（以下特別永住者）２２特別永住者である旨，２３

入管特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明

書に記載されている特別永住者証明書の番号  

（以下一時庇護許可者又は仮滞在許可者）２４一時

庇護許可者又は仮滞在許可者である旨，２５入管法

第十八条の二第四項に規定する上陸期間又は入管法

第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書

に記載されている仮滞在期間  

（以下出生による経過滞在者又は国籍喪失による経

過滞在者）２６出生による経過滞在者又は国籍喪失

による経過滞在者である旨  

記録範囲 
本市に住民登録された者又は平成２６年６月２０日以降に消

除となってから１５０年経過していない者 

記録情報の収集方法 届出又は通知による 

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 

（名 称）茨城県ひたちなか市市民生活部市民課 

（所在地）〒312-8501 

茨城県ひたちなか市東石川２丁目１０番１号 

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備考  

 


